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午前１０時００分 開会

○議長（西村 武） おはようございます。傍聴者の皆様、朝早くからご苦労様でござい

ます。

ただいまの出席議員は18名です。

定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付しておりますとおりです。

【日程第１、議員の一般質問】

○議長（西村 武） 日程第１、一般質問を行います。

一般質問については、１回目の質問は一括質問、一括答弁方式で行いますが、再質問

からは項目ごとに一問一答方式により行います。

なお、時間は答弁を含めまして60分とします。質問の最初は質問席において、再質問

からは自席において行います。

本日の発言の順序は、３番菅原理恵子議員、12番藤原典男議員、16番大谷貞廣議員、

７番鐙 仁志議員の順に行います。

３番菅原理恵子議員の発言を許します。３番菅原理恵子議員。

○３番（菅原理恵子） おはようございます。傍聴席の皆様、早朝より、お疲れさまでご

ざいます。

今定例会は、改選後初めてでありますことから、私事で恐縮ではございますが、支持

していただきました皆様に感謝の思いでいっぱいでございます。この場をお借り致しま

して改めて御礼申し上げます。まことにありがとうございました。皆様の依怙依託と

なってまいる所存でございます。

また、当局の皆様におかれましても、大変お世話になりますが、何とぞ宜しくお願い

申し上げます。

さて、今定例会では、市民の皆様にいただきました声も含め、大きく４点について質

問させていただきます。

それでは、通告文に従い、大きな１点目、地域防災等について。

近年、東日本大震災などの大規模災害が頻発し、地域防災の要として消防団の重要性

が増す一方で、人口減少や高齢化に伴い、団員数は各地で減少傾向にあることから政府

は、地震などの発災時に限定して出動する「大規模災害団員」を導入するよう、地方自

治体に促しております。
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大規模災害団員の導入は、災害時の消防団の役割が多様化する中、今後発生する大規

模災害において、通常の団員（基本団員）だけでは十分に対応できない事態に備えるた

めであります。

消防団員数は、1954年の約200万人をピークに、1990年には100万人を割り、昨年は約

85万人まで落ち込みました。総務省消防庁の有識者検討会が自治体に行った消防団の実

態アンケートによると、「大規模を想定した場合に、現在の団員数で対応できるか」と

の問いに対し、「不足している」という回答が全体の71％にも上がったそうです。

大規模災害団員は、一定規模の災害時に限って出動し、避難誘導や安全確認、避難所

運営などを行う。このように消防団参加のハードルを下げることで、基本団員としての

入団が難しい場合でも、希望者を広く募ることが可能となりました。担い手としては、

女性や学生、消防団員のＯＢのほか、企業の従業員らを想定。避難所運営など大規模災

害団員が行うことで、基本団員は消火や救助活動などに専念できるようになります。

こうした出動を限定した消防団員は、既に2005年に「機能別団員制度」として設けら

れており、大規模災害時だけに限らず、昼間や夜間のみの消防活動や広報活動、音楽隊

など多様な形態があり、2017年度には全国で約１万9,000人まで増加しております。大

規模災害団員も「機能別団員」の一種に数えられており、政府は、基本団員の確保に力

を注ぎつつ、発生が懸念される大規模災害時に特化した団員の加入を促すことで防災体

制の強化に急ぎたい考えです。

公明党は、地域防災力の強化に努め、一貫して消防団員の人員確保や処遇改善、装備

の充実など求めてまいりました。2013年12月に施行された「消防団支援法」の成立を推

進し、消防団を地域防災力の中核に位置付けました。大災害に備えた消防団の機能強化

へ、各地様々な取り組みが行われております。

愛媛県松山市では、大規模災害時の情報収集体制を整えるため、市内の郵便局員で構

成する機能別団員として「郵政消防団員」を導入しております。郵便局員は、日頃の集

配業務などで地域の状況や道路事情に精通していることから協力を要請。災害情報の提

供や避難誘導、被災者の応急手当などを行うそうです。

また、地元企業の従業員でつくる「事業所消防団員」を設け、就業中に起きた火災に

対応。避難所対応に当たる「大学生消防団員」なども結成しているとのことであります。

本市にも政府からのご通達があり、平成30年度主要施策に県と連携して取り組んでま

いる旨を掲載しておられますが、それらをも含めてお伺い致します。
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①大規模災害限定の消防団員の体制について。大規模災害時には、基本団員だけでは

人員不足に陥ることが十分にあり得ますが、即戦力になり得る機能別団員の導入はいか

がでしょうか。

②消防団員の処遇改善について。以前にも質問致しましたが、基本団員の減少を抑え

るため、費用弁償等を見直してみてはいかがでしょうか。

③消防団の器具庫整備について。年次計画で、団員詰所にもなっている消防団の器具

庫を改修していただいておりますが、平成30年度施策の中にも活動拠点の環境整備を計

画的に進めていくこととなっております。計画基準・優先順位などお知らせください。

大きな２点目、公共交通網形成について。

本市地域公共交通網形成計画により、計画の背景と目的の中に市民が生活を維持して

いくための移動手段として、公共交通は市内外への移動を支える重要な役割を担ってい

ます。こうした公共交通の役割を踏まえ、平成27年５月の新庁舎開庁に伴い、マイタウ

ンバスの路線編成を実施するなど、地域住民の利便性向上や移動手段の確保に向けた取

り組みを進めてきました。公共交通の利用状況については、利用者が低調に推移してい

る一方で、これを支える財政支出は増加傾向にあるなど、公共交通を取り巻く環境は厳

しさを増しております。今後は、高齢化がさらに加速し、高齢者など交通弱者の移動を

支える地域の公共交通は、一段と重要性を増す見込みで、バス路線を中心とする地域公

共交通の維持・確保への取り組みが重要な課題となっていることなどが掲載されており

ました。

また、第５章地域公共交通に関する課題の中には、市民アンケート調査及び路線バ

ス・鉄道利用者アンケート調査の内容から、公共交通の問題点等について整理されてお

り、今後の課題が明確化されております。

本市平成30年度主要施策にも運賃を150円から100円に、子どもは80円から50円に値下

げをし、より利用しやすいバスの運行と空白地域へ路線の新設を検討、総合的な公共交

通ネットワークの構築に努めていくとありますことから、次の点についてお伺い致しま

す。

①追分地域にマイタウンバス運行の予定は。交通空白区ではありませんが、路線バス

では県道のバス停から天王グリーンランドに行くには歩かなければならない等々、目的

地になるべく近くいけるようマイタウンバスの運行も含め路線の検討を。

②公共交通バス、路線バスの利用運賃の統一性について。本市公共交通網形成計画に
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ありました利用運賃では、出戸と追分地域が、ほかの地域に比べて高くなっている旨が

掲載されておりましたが、今回、私も同様なことを追分地域の方から言われております

が、現状はいかがでしょうか。

③豊川地域以外でのデマンドタクシーの運行予定は。豊川地域以外で運行の必要な地

域もあるかのように思われますが、運行のお考えはいかがでしょうか。

④市内におけるその他の交通手段について。スクールバスが運行されておりますが、

天王小学校には、列車で通学をしている児童がおります。スクールバスの運行、もしく

は公共交通バスを登下校時間帯に合わせて運行するお考えはいかがでしょうか。

大きな３点目、義務教育の就学前援助について。

経済的な事情で必要な学用品をそろえられないまま入学する子どもがいないように、

経済的に苦しい世帯に対し、義務教育に係る費用負担を軽減する就学援助について、今

春から入学前支給に踏み切る自治体が大幅に増えております。入学前支給が実施されれ

ば、入学準備に必要なランドセル代などの費用に充てられるよう、対象世帯にとっては

一時的な出費を抑えることができます。

これまでは、小学校入学前の支給は国の補助を受けられず、自治体負担で実施しなけ

ればならなかったが、公明党の提案で国の補助金交付要綱が改正され、今年度から補助

の対象に加わりました。これを受け、入学前の支給を予定する市区町村は、昨年６月時

点では、前年度の89団体から711団体へと約８倍に急増致しました。ただ、国の補助は

要保護世帯のみが対象であり、準要保護世帯分の予算は自治体が準備する必要がありま

す。

県内で準要保護世帯にも入学前支給を行っている自治体は、平成28年度以前から自主

的に入学前支給を行っている７市町に加え、平成29年度前倒し支給を行う市町村が７と

なっており、14市町村が入学前支給に踏み出しております。

文部科学省の入学前支給実施状況・参考資料によりますと、本市の回答は、平成29年

度の前倒し支給は検討しないとなっておりました。全国的に入学前支給ができない理由

として、予算措置や支給ルールを定める条例などの見直しが間に合わない、対象世帯の

把握ができなかったなどの理由を挙げております。以上の観点からお尋ね致します。

①本市で入学前支給を行わない理由は何なのでしょうか。

②近隣自治体が入学前支給を行っております実態を見ましても、平成31年度からは、

入学前支給が望ましいと思いますが、いかがでしょうか。
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大きな４点目、中小企業の設備投資の支援について。

この度、中小企業庁は平成30年度税制改正において、国・市町村が主体となって中

小・小規模企業の投資を後押しし、生産性向上を支援するため、今後３年間を集中投資

月間と位置付け、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業

の設備投資を支援することとなりました。認定を受けた中小企業の設備投資については、

臨時・異例の措置として、地方税法において償却資産に係る固定資産税の特例を講じる

ことと致しました。

特例措置は、集中投資期間（平成30年度～32年度）に限定し、２つの要件があります。

１つ目が地域の要件（行政側）と致しまして、導入促進基本計画、いわゆる生産性向

上の実現のための臨時措置法（仮称）の同意を受けた市町村。市町村の条例で３年間、

固定資産税の特例率を０以上２分の１以下とすること。但し、この場合、国から地方交

付税交付金の75％が税収補填されることとなっております。

２つ目が設備投資の要件（事業者側）となっておりますが、市町村が策定した計画に

基づき認定を受けた中小・小規模企業が実施する設備投資、設備導入により、労働生産

性が年平均３％以上向上する設備投資、商品の生産、販売活動等のために直接供される

新たな設備投資となっております。

この法案は３月中旬に意向調査があり、意向を示した自治体は今のところ、仮称では

ありますが、臨時措置法の同意を受けることができます。本市におかれましても同意を

受け、中小企業の生産向上に向けての支援策を講じてみてはいかがでしょうか。

以上、壇上から大きく４点にわたり質問させていただきました。

ご答弁のほど、宜しくお願い致します。

○議長（西村 武） 当局より答弁を求めます。栗山副市長。

○副市長（総務部長事務取扱）（栗山隆昌） それでは、３番菅原理恵子議員の一般質問

の１つ目「地域防災等について」お答え致します。

近年、社会情勢の変化により、全国的な傾向として消防団員減少が顕著になっており、

秋田県内の各市町村も同様であります。

本市におきましても退職団員の補充に積極的に取り組んでいるところでありますが、

平成24年から平成29年まで５年間の消防団員総数の推移は微減している状況にあります。

全国的に団員数の減少に歯止めがかからず、本県でも同様の状況が見受けられている

ことから、議員のご質問にありますよう、平成30年１月19日付けで消防団の充実強化に
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向けた協力依頼として、総務大臣からの書簡を本市でも収受しているところであります。

さて、ご質問の１点目「大規模災害限定の消防団員の体制について」は、現在、県内

で機能別消防団制度を導入しているのは７市２町であり、本市は未導入でございます。

県内の機能別消防団を構成する団員は、主に消防団員ＯＢが主流と伺っておりますが、

本市では消防団の定年年齢を定めていない実情もあることから、導入への検討に至って

おりませんでした。

しかしながら、議員のご提言にあります「機能別団員」の担い手となる学生、女性、

企業などの従業員の方など、加入促進は重要と捉えております。市では「学生消防団活

動認証制度実施要綱」、平成29年３月28日告示でございますけども、それを整備致しま

して、継続的に消防活動に取り組み、地域社会へ貢献した大学生等を市が認証すること

で就職活動を支援するとともに、学生の消防団への入団を促進しております。

また、市消防団女性消防団員に関する要綱を整備し、これまで各分団に所属していた

女性消防団員を市職員で構成する本部団員に配属し、女性部として高齢者や一人世帯の

訪問、災害予防、広報活動など、女性部ならではの活動を行っております。

事業所消防団員についても市内企業３社から設置いただくとともに、「郵政」関係で

は、「潟上市と秋田中央郵便局並びに潟上市郵便局との災害発生時の対応と平常時にお

ける高齢者等見守り活動の相互協力に関する協定書」を締結し、大規模災害に備えてい

るところであります。

これらの取り組みを通じ、現在、「機能別団員制度」の土台となる活動を進めている

ところであります。今後、基本的には、団員に大幅な不足が生じる恐れがある場合、必

要に応じ「機能別団員」の棲み分け、導入を図りたいと考えております。

ご質問の２点目「消防団員の処遇改善について」は、消防団員の皆様には24時間、昼

夜を問わず火災発生時の消火活動並びに自然災害時の対応に全力で当たっていただいて

おります。この度、消防庁長官通知の中にも処遇の改善として、年額報酬や出動手当の

引き上げについての記載もあることから、県内市町村の動向を見ながら検討してまいり

たいと考えております。

ご質問の３点目「消防団の器具庫整備について」でありますけども、消防団の活動拠

点の環境整備の計画基準・優先順位につきましては、昨年策定した「潟上市公共施設等

総合管理計画（個別計画）」に基づき、進めることとしております。現状では昭和40年

から50年代に建築された器具庫については、特に老朽化が著しく、消防資機材の保管場
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所が足りないなどの課題があるため、建築整備から30年以上経過した分団器具庫は、老

朽化等の状況を総合的に判断し、順次改修する計画としております。

これまで平成17年度以降、９棟９分団の改修を実施しておりますが、改修の主たる財

源は「石油貯蔵施設立地対策等交付金事業」を活用していることから、事業内容が偏ら

ないよう「消防器具庫建築」に加え「消防用ポンプ整備」「防火水槽設置」等、消防施

設の整備拡充と活動拠点の環境整備についてローリングしながら事業執行しております。

今後も将来の地域防災の中核を担う人材を確保することを目的として、消防団員の加

入促進や活動条件の整備に向けて、県と連携し、鋭意取り組んでまいります。

続きまして、２つ目「公共交通網形成について」お答え致します。

少子高齢化が急速に進行する中でバス運行は、高齢で免許を返納した方などにとって、

買い物や通院に欠かせない交通手段となっており、さらなる利便性の向上が求められて

おります。

このような中、平成29年６月に策定した「潟上市地域公共交通網形成計画」は、潟上

市の地域公共交通のマスタープランとなるものであり、この計画に基づき、駅や交通空

白地域に対する日常生活に必要な移動手段の提供、利用需要に見合った運行形式・運行

形態を踏まえた上で、マイタウンバスの路線変更及びデマンド交通の導入等により地域

住民の移動の手段を提供し、地域公共交通のサービス充実と利用者増加を目指しており

ます。

この計画に基づき、マイタウンバスの運賃を現在の大人150円からワンコインの100円

に、子ども80円から50円に値下げし、より利用しやすいバス運行を目指しております。

ご質問の１点目「追分地域にマイタウンバス運行の予定は。」についてお答え致しま

す。

現在、追分地域を通過する路線は、秋田中央交通運行路線の追分線が運行されており

ますが、バス停から遠い地域の方からは、市道二田追分線から出戸地域を経由し、市役

所・天王グリーンランドを目的地とした路線の新設が要望されております。現在、デマ

ンド型乗合タクシーを導入する方向で検討しておりますが、どこを経由し、乗降場所を

どうするのかなど、道路運送法に基づき運輸支局や県などと協議が必要であり、様々な

角度から調査・検討を進めております。

実施時期につきましては、計画に盛り込んでいるように、平成31年度から実証運行が

できるよう準備を進めているところでございます。
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ご質問の２点目「公共交通バスと路線バスの利用運賃の統一性について」お答え致し

ます。

ご質問にありますように出戸・追分地域を通過する秋田中央交通運行の追分線は通常

のバス料金となっており、マイタウンバスは一律150円であります。しかし、市が発行

する「割引利用券」を使用することで、潟上市内で乗降した場合に限り、マイタウンバ

スと同額の150円で利用することができます。この制度は、旧天王町時代から実施して

いる制度であり、合併後には昭和・飯田川地域を通過する「五城目線」にも、この制度

を適用しており、平成28年度実績で約8,000人の方がこの制度を利用しております。し

たがって、利用運賃は実質的に統一されていることをご理解いただきたいと思います。

ご質問の３点目「豊川地域以外のデマンドタクシーの運行予定について」お答え致し

ます。

デマンド型乗合タクシーの今後の導入については、先ほど答弁しましたとおり、追分

地区をはじめ地域公共交通網形成計画に基づき検討致しますが、導入の基本的な考え方

として、利用状況が悪いバス路線を予約が必要なデマンド型に切り替えるとともに、ト

リガー制度という目標値を設定し、目標に達しなければ路線廃止するなど、費用対効果

を勘案した路線の見直しを検討してまいります。

ご質間の４点目「市内におけるその他の交通手段について」お答え致します。

現在、市で運行しているスクールバスは、豊川小学校と大久保小学校が統合された際

に、豊川地区から通学する児童の安全を図るために平成24年度から運行を開始したもの

であります。小学校の統合という特殊事情によってスクールバスを運行しておりますこ

とをご理解願います。

また、公共交通バスを登下校時間帯に合わせて運行する考えでありますが、現在のマ

イタウンバスの運行時刻は、ＪＲとの接続を重点にしており、登下校の時間に合わせる

には、運行本数を増便する必要があり、財政負担が伴います。さらに、ＪＲ利用者が減

少することへのＪＲ側の理解など解決しなければならない多くの課題があることをご理

解いただきたいと思います。

以上で終わります。

○議長（西村 武） 菅原教育部長。

○教育部長（菅原 剛） ３番菅原理恵子議員の一般質問の３つ目「義務教育の就学前援

助について」お答え致します。
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ご質問の１点目の本市で入学前支給を行わない理由についてと、２点目の平成31年度

からの入学前支給のご提案について、合わせてお答え致します。

入学時に必要な資金は決して少額ではなく、入学前支給の実施により一時的な出費を

抑えることが望ましいというのは菅原議員のご指摘のとおりであります。

ご質問の中にありましたように、前倒しで支給を行うためには、予算措置や要綱の整

備、支給ルールの確立が必要となります。本市におきましても平成30年度入学児からの

入学前支給を検討致しましたが、先ほど申しましたのと同様の理由で、入学前支給は見

送っております。

現在、平成31年度入学者に対しての入学前支給に向けて、要綱の見直しや平成30年度

での予算措置をしており、平成31年度入学者からは入学前支給を実施する予定でありま

す。

以上です。

○議長（西村 武） 菅原産業建設部長。

○産業建設部長（菅原靖仁） ３番菅原理恵子議員の一般質問の４つ目「中小企業の設備

投資の支援について」お答え致します。

国では、中小企業の生産性革命に向けて、平成30年度からの３カ年を集中投資期間と

位置付け、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ることとしています。これは経

済産業省及び中小企業庁が今国会に提出している「生産性向上特別措置法案」に基づく

もので、これにより市町村は「導入促進基本計画」を策定し、労働生産性の向上を目指

す企業を支援する環境を整備するものでございます。

一定の条件に該当し、本制度を利用しようとする企業は、年率３％以上の労働生産性

の向上を見込める「先端設備等導入計画」を策定し、所在する市町村が「導入促進基本

計画」を策定していれば、各種補助事業の採択要件が緩和されることになります。

また、本設備投資に伴う償却資産に係る固定資産税についても、市町村が特例率を０

以上２分の１以下とする特例措置を設けることにより、税制面でも支援することになり

ます。

なお、本制度に伴う市町村の固定資産税の減収分については、普通交付税で措置され

る見込みであります。

以上、本制度の概略になりますが、潟上市と致しましても、商工会など関係機関と連

携しながら、本制度の導入について前向きに検討しているところであります。



- 80 - 平成30年第１回定例会

以上であります。

○議長（西村 武） ３番、再質問ありますか。３番菅原議員。

○３番（菅原理恵子） １番の①、いろいろと検討していただいており、また、郵便局と

の提携もしているということで、まず①はオッケーと致します。

②消防団員の処遇改善につきましても、県内の動向を見て検討していくということで

ありましたけれども、やはりこれは近隣市町村の最高値を検討していただけたらうれし

いなと思いますが、その点いかがでしょうか。

○議長（西村 武） 栗山副市長。

○副市長（総務部長事務取扱）（栗山隆昌） 菅原理恵子議員の再質問にお答え致します。

先ほどご説明しましたとおり、今後、県内の情勢等も考慮しながら検討してまいりま

すが、最高と言われますと、そこのところも含めて検討させていただきたいと思います

ので、宜しくお願い致します。

○議長（西村 武） ３番菅原議員。

○３番（菅原理恵子） 宜しくお願い致します。

③消防団の器具庫整備についてでございますが、築30年以上経過したものについて今

まで改修、９回行ってきたということですが、私ちょっと相談された分団の方なんです

けれども、分団員数が結構多くて、活動拠点となる場所が狭いと。そういう場合は優先

順には、どのように反映していくものでしょうかということでありましたので、その点

についてお伺い致します。

○議長（西村 武） 栗山副市長。

○副市長（総務部長事務取扱）（栗山隆昌） 再質問にお答え致します。

私、先ほど消防団器具庫につきましては、計画的に整備を進めているということでお

話させていただきました。合併してからも９カ所について分団器具庫を整備しています

けれども、今後も必要な箇所は、うちの方でも計画的に整備していくわけでございます

が、それに加えてそういう特殊事情というものは今のところ把握しておりませんので、

もしありましたら個別にご相談いただければ、可能かどうか、うちの方で検討してみた

いと思います。

○議長（西村 武） ３番菅原議員。

○３番（菅原理恵子） 大きな１点目は以上で終わります。

大きな２点目、①につきましては、新設要望を受けてデマンドタクシー等も検討して
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おるということでありましたので、その件に関してはいいかなと思います。

②の公共バスの利用料金についてですが、これ私相談された方は、じゃあ市の発行し

ている割引券がご存じでなかったと思うんですね。その点やはりどうやって周知をして

いるのか、再度お伺い致します。

○議長（西村 武） 栗山副市長。

○副市長（総務部長事務取扱）（栗山隆昌） 再質問にお答え致します。

割引方法についての周知が徹底されていないのでないかということでございますけど

も、うちの方としましては、事あるごとにそういう周知をしているつもりでございます

が、広報等、ホームページ等でお知らせしているところでございますが、この後も周知

を徹底してまいりたいと思います。宜しくお願い致します。

○議長（西村 武） ３番菅原議員。

○３番（菅原理恵子） ④に移りたいと思います。④なんですけれども、大豊小学校、豊

川に関しては特殊事情だっていうのは私も重々承知をしております。ただ、これは、通

学されている保護者に関しては、これは通用しないと思うんですね。天王小学校で昨年

12月４日から８日に保護者に対してアンケート調査を実施致しました。アンケートのそ

の他の箇所について、列車通学に対しての無償化やスクールバスの運行について要望が

出ておりました。この件については以前から出ており、要望は市教育委員会に伝えてい

るが、予算の関係上、公共交通機関を活用していただきたい旨の回答が掲載されており

ました。天王小学校を含むすべての学校において、やはり教育の現場として均衡ある子

育て環境を推し進めなければならないと思いますが、この件についていかがでしょうか。

○議長（西村 武） 藤原市長。

○市長（藤原一成） ただいまの再質問にお答えしますけれども、私も天王小学校のＯＢ

として事情はよく知っているものでございますが、まずＪＲ、旧国鉄以来、子どもに対

する乗車運賃というのは格段に下げて、一応そういう保護をするために今まで措置をさ

れてきたということです。仮に天王小学校にそういうスクールバスを上二田地域だと思

いますけども、その地域の子どもたちを今度は市のバスで運ぶということになると、こ

れは今、ＪＲが民間にいっている以上、民業圧迫という恐れがあります。それで、先ほ

ど副市長の答弁にも何も検討しないとは言っていないわけですが、ただ、そういう難し

い問題があるので、そこをきちんとクリアしていきながら子どもたちの教育環境にとっ

て、保護者の子育て環境にとっていいものは何かということを目指していくということ
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なんだと思うんです。実際に我々がやっていることでバス路線が撤退したり、ＪＲ路線

が撤退するということは、最終的には不利益を市民が被ってしまうということになりま

すので、そこは我々と同じまちづくりをする仲間だという観点で、きちんとやはり丁寧

に協議を進めていくことは肝心だと思います。ただ、今ご提言があったとおり、親御

さんのご希望であるとか子どもさんたちに便益も含めて、この件に関しては引き続き検

討させていただきたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

○議長（西村 武） ３番菅原議員。

○３番（菅原理恵子） 市長の答弁もいただきましたので、前向きの検討を宜しくお願い

致します。

大きな３点目、平成31年度から前倒しして入学前支給を実施していくということであ

りましたので、この件に関しては了解致しました。

大きな４点目に移りたいと思います。これもまた連携しながら前向きに検討するとい

うような答弁でありましたので、私からは以上、一般質問を終わらせていただきます。

大変にありがとうございました。

○議長（西村 武） これをもって３番菅原理恵子議員の質問を終わります。

次に、12番藤原典男議員の発言を許します。12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） おはようございます。日本共産党の藤原典男でございます。朝早

くから傍聴に駆けつけました市民の皆様、本当にご苦労様でございます。

また、３月議会を準備されました市長はじめ職員の皆さん、本当にご苦労様でござい

ます。

私は、市民生活に関わる点について、１つ目は国民健康保険の収納対策と子どもの均

等割減免について、２つ目は入学準備金について、３つ目は危険空き家の解体促進と固

定資産税の扱いについて質問致しますので、宜しくお願い致します。

まず、国民健康保険の収納対策と子どもの均等割減免について伺いたいと思います。

去年の12月議会でも触れましたが、平成30年４月１日より国民健康保険制度が市町村

より都道府県単位化に移行されます。国保税の収納対策について、県の改善点が出され

ました。このことと子どもの均等割減免について質問致します。

県議会で、加賀谷千鶴子議員は、一般質問や総括質疑で国民健康保険事業は「社会保

障」であり、市民の命と健康を守るために、高くて払えない滞納世帯のために国民健康

保険税の負担軽減のために繰り入れることや、滞納者の把握に努め減免制度や福祉施策
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につなげることなど収納対策の改善を求めました。

秋田県国民健康保険運営方針には、県が行う収納対策の部分に「保険税滞納世帯に対

しては、個別事情を把握の上、事情を考慮した対応に努めるよう助言・指導を行う」が

追記されました。また、市町村では「徴収猶予や分割納付などの個別の事情に応じた納

付相談を行う」などが追記されました。これに対する見解と本市での現状、扱いについ

て伺います。

国保の均等割については、サラリーマンなどが加入する被用者保険では、子どもの人

数が増えても保険料が変わりませんが、市町村国保は、世帯内の加入者に応じて賦課さ

れる均等割があるため、「子育て支援に逆行する」として我が党は政府に改善を求めて

おります。

地方議会では東京都が平成29年３月に、全国知事会では平成27年１月に、「子育て支

援の観点から子どもに係る均等割の軽減」を要請しております。最近では、埼玉・ふじ

み野市や富士見市が第３子からの全額免除を今年から実施する予定です。

ふじみ野市（人口11万4,000人）の例を紹介しますと、対象は18歳未満の子どもが３

人以上いる世帯の第３子以降の均等割を全額免除し、所得制限はなしとする。減免額は、

１人当たり３万6,100円（医療分は２万5,100円、後期支援分１万1,000円）、影響は対

象人数203人、減免総額733万円、時期は平成30年４月からとなっております。

本来、子どもが生まれた場合には、担税能力がないにもかかわらず均等割が増え、子

どもが増えるほど国保税が高くなるのは、子育てに矛盾したことだと感じます。国保の

都道府県単位化があっても、その市町村が判断すればできることだと思いますが、本市

ではどのように考えているのか、実施した場合の対象人数とか減免総額はどうなるのか、

子育て支援をこの観点からも行うことが必要だと思いますが、いかがでしょうか。伺い

たいと思います。

２つ目は、入学準備金について伺います。

文科省の調査によれば「就学援助実施状況等調査の結果」について、平成29年12月15

日通知に、準要保護の入学準備金について、平成30年度入学分に入学準備金を実施、ま

た、実施予定の市町村の割合は、小学校で約４割、中学校で約５割まで広がりました。

これは保護者や関係団体の運動が、政府と各自治体を動かしたものと思います。平成30

年度入学分に入学前支給を実施、あるいは実施予定の市町村数は、小学校では1,751市

町村中711で40.6％、中学校では1,743市町村中856の49.1％となっております。子ども
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の入学には、制服をはじめ様々な費用がかかります。準要保護世帯では、子どもさんの

新たな旅立ちを喜ぶ反面、お金の工面も毎月の生活費のほかに準備しなければいけない

など、やりくりが厳しいことだと思いますが、ここに自治体からの入学前支給があれば、

なんと助かることか知れません。

本市での平成30年度入学に対し、準要保護世帯への対応はどのような取り組みになっ

ておりますか。また、入学準備金の対象者の拡大、内容の充実を含めて考えております

か、伺いたいと思います。

３つ目の質問に入ります。危険空き家の解体促進と固定資産税の扱いについて伺いま

す。

解体が必要な危険空き家については、本市でも各自治会と連絡を取り合いながら注意

深く対応していることと存じます。解体を要する危険空き家については、周辺の住民の

方より、いつ自分の家に被害が発生するのかと、いつも天候が荒れるときに早く対応し

ていただきたいという声が届いております。以前にも同僚議員から、このことについて

一般質問がありましたが、空き家解体に対して本市でも「空き家解体撤去補助事業」の

制度が制定され、１解体当たり60万円まで補助が出るようになりましたが、この事業の

進捗がスムーズに進んでいないのではないかと思われます。今後の事業促進策について

伺います。また、解体後の更地となった土地には、固定資産税が高く評価されて、解体

はしたものの、その後の支払いに躊躇しているのも実態ではないでしょうか。解体後の

土地の課税標準額については安くなる場合もあると思いますが、課税標準額が高くなる

のが実態ではないでしょうか。このことについても、伺いたいと思います。空き家解体

後の固定資産税については、３年間ほど以前のままの税率で対応する自治体もあります。

本市でも、このような対応も必要だと思いますが、当局の考え、今後の対応について伺

いたいと思います。

まずは壇上から１回目の質問をしましたので、宜しくお願い致します。

○議長（西村 武） 当局より答弁を求めます。藤原市民福祉部長。

○市民福祉部長（藤原久基） 12番藤原典男議員の一般質問の１つ目「国民健康保険の収

納対策と子どもの均等割減免について」お答え致します。

国民健康保険税の収納対策については、市では、県の指導、助言に基づきながら滞納

世帯に対して、個別の事情を的確に把握するため、分割納付や納税相談を実施し、収納

率向上や負担の公平性を確保するよう努めているところであります。
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国民健康保険税の子どもに係る均等割保険料軽減措置の導入については、平成28年度

に全国知事会より国に対し、医療保険制度改革推進に関する提案・要望があり、子育て

支援の一環として、国保被保険者の第３子以降に対する国保税均等割額免除を、平成30

年度から実施する予定の自治体もあると聞いております。

本市と致しましては、今のところ第３子以降に対する「国保税均等割額の免除」につ

いては考えておりませんが、これから国保制度の改正状況や県内市町村の状況を見極め

ながら対応したいと考えております。

なお、第３子以降に対する国保税均等割額の免除を実施した場合の対象者数と減免総

額については、現在の国保被保険者では18歳未満の被保険者がいる世帯数は27世帯、第

３子以降の人数は32人、減免総額は95万3,600円になる見込みとなっております。

続きまして、一般質問の３つ目「危険空き家の解体促進と固定資産税の扱いについ

て」お答え致します。

市では、倒壊など危険性の高い特定空き家については、自治会等と連携し応急措置な

どの対応を行うとともに、所有者に対して適正管理を促す通知を送付しておりますが、

補助金制度を活用しても自己資金を要するため、空き家の解体がなかなか進まない状況

にあることは、藤原議員ご指摘のとおりでございます。

県内では、最も高い補助率として平成27年度から空き家解体撤去補助金交付事業を実

施しておりますが、今後も補助金制度を周知するとともに相談者には、きめ細やかな対

応をするなど、事業の推進と強化を図ってまいります。

また、空き家解体後の固定資産税の減免については、解体を検討している方に少しで

も解体しやすい環境をつくるため、全国の自治体の実施状況を鑑み、対応してまいりた

いと考えております。

以上でございます。

○議長（西村 武） 菅原教育部長。

○教育部長（菅原 剛） 12番藤原典男議員の一般質問の２つ目「入学準備金について」

お答え致します。

ご質問の１点目「平成30年度入学者に対し、準要保護世帯への対応について」お答え

致します。

本市におきましても平成30年度入学児からの入学前支給を検討致しましたが、前倒し

で支給を行うためには、予算措置や要綱の整備、支給ルールの確立が必要となりますの
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で、入学前支給は見送っております。

現在、平成31年度入学者に対しての入学前支給に向けて、要綱の見直しや平成30年度

での予算措置をしており、平成31年度入学者からは入学前支給を実施する予定でありま

す。

次に、ご質問の２点目「入学準備金の対象者の拡大、内容の充実について」お答え致

します。

まず、対象者の拡大についてですが、本市では準要保護児童生徒の認定基準は、保護

者が、１つ目と致しまして、生活保護法の規定による保護の停止または廃止措置を受け

た方、２つ目と致しまして、地方税法第295条第１項の規定による市町村民税非課税ま

たは同法第323条の規定による市町村民税の減免措置を受けた方、３つ目と致しまして、

児童扶養手当法第４条の規定による児童扶養手当の支給を受けている方、以上のいずれ

かに該当する方、または、その他要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると委員

会が認める方としております。

平成30年２月15日現在、254人、10.9％の準要保護児童生徒がおり、援助しておりま

すが、市では対象者の拡大については現在は考えておりません。

次に、内容の充実についてでありますが、新入学児童生徒学用品費で購入できる物は、

小学校または中学校に入学する方が通常必要とする学用品及び通学用品となっておりま

す。市では、入学準備金の使途は具体的には限定しておりませんので、家庭の実情に応

じて利用いただいておりますので、ご理解願います。

以上でございます。

○議長（西村 武） 12番、再質問ありますか。12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） まず、収納対策についてなんですけれども、今回、国保のところ

で実情に応じてというふうなところを書き加えられたということを私述べましたけれど

も、これはやはり県の回収機構がその生活実態を無視して預貯金や、それから給料の差

し押さえをやってきたと、強制的に。これへのやはり批判であるし、反省だと思うんで

すよ。ですから、こういうことがないように、今、市では分割納付とかいろいろなこと

をお話しましたけれども、私はまだ収納対策として市でできることがあると思うんです。

そのことについてもう一回伺いたいと思いますけれども、どうですか。

○議長（西村 武） 藤原市民福祉部長。

○市民福祉部長（藤原久基） 藤原議員の再質問にお答えを致します。
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本市におきまして収納対策につきましては、これまでも実情に応じて県の滞納整理機

構と連携をとりながら事務を進めているところでございます。

議員の発言には、ちょっと厳しいんじゃないかというご質問もありましたけれども、

納付されている方にとりましては、納付されていない方がいるとご負担が増えるという

こともございますので、そこら辺は公平・公正を欠かないように事務を進めているとこ

ろでございます。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） 以前の県の回収機構なんですけれども、いろんなやり方がありま

したけれども、生活実態を無視したいろんなやり方をやってきたということの反省の表

われだと思うんです。私は決して、お金があるにもかかわらず、もう全然収納に応じな

いとか、言ってみれば悪質、そういう方は除いて、ちゃんと生活実態こういうことだか

ら収入がなくて、足りなくて、払いたいけれども払えない、それがずっと続いてきて大

きくなっている、これに対するやはり対応、そのことを私は言いたいんです。

それで、先ほどの答弁の中にもありますけども、本当に収納が大変、支払いが大変、

しかし払いたいという方もいると思うんですけれども、その方については、先ほど

ちょっと答弁欠けていたと思うんですが、国保には減免制度もありますので、あと対象

になるかならないかは税務課の判断だと思いますけれども、積極的にやはり減免制度を

お知らせして、10分の３、それから半額というふうな適用になればそういうことがあり

ますけれども、収納だけに力を入れるんじゃなくて、こういう制度も実際ありますから、

そういうことの制度も教えていく、そういうことも必要だと思われますけれども、どう

でしょう。

○議長（西村 武） 藤原市民福祉部長。

○市民福祉部長（藤原久基） 藤原議員の再質問にお答えをします。

納税が厳しい方には分納、あるいは誓約書を書いて本人の方に実情に応じて事業を進

めているところであります。

また、減免制度の周知ということでございますが、当然本市においてもその周知はさ

れていますし、県内では減免に対しては多い市と認識をしております。

以上であります。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） それでは、次に国保の中の子どもの均等割の減免について伺いた
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いと思います。

全国知事会の中でも子どもが増えれば、賦課の人数がだんだん大きく、金額的に大き

くなる。しかし、子どもは税金を支払う能力がないですから、子どもさんが増えれば喜

ばしいことなんですけれども、一方で自動的に国保が均等割のところが人数分が多く

なっているということで、全国知事会では、やはりこれを是正した方がいいんじゃない

かと政府に言っているわけです。

それで、もう４月から国保が県単位の関係になっていきますけれども、それを前にし

てあきる野市でもいろんなところでもこの均等割のところをなくしていく、あるいは減

免していくというところが出てきております。４月からなったときに、県に相談しなく

とも本市独自に必要であればやれるのかどうか、そこら辺はどのように判断しておりま

すか。

○議長（西村 武） 藤原市民福祉部長。

○市民福祉部長（藤原久基） 藤原議員の再質問にお答えを致します。

ご質問にありました第３子の減免については、昨年７月に全国知事会から提案があっ

たものでございます。本市におきましても、これらは検討課題としておりまして、第３

子に関する免除を実施するにあたりましては、ほかの被保険者の方の負担のならないよ

うに財源の確保が必要であるかと考えてございます。これらを踏まえまして、全国の自

治体の動向を注視しながら対応してまいりたいと考えておりますが、今年度から県が主

体となってする事業につきまして、この減免制度というものは市独自で決めるものでご

ざいますので、可能ではあると考えてございます。

以上であります。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） 昨日の議論にもありましたけれども、賦課については市の仕事だ

という答弁もありましたので、今、はっきり答弁いただきましたけれども、対象人数、

それから減免総額のことについても伺いましたが、18歳以上の方がいる世帯は27世帯で、

第３子以降の方が32人ということ、それから減免総額が95万円という答弁先ほどありま

したけれども、これは私、頑張れば実現可能な数値だと思うんですよ。どうですか、こ

れやはり無理だと思いますか。私はもう頑張ればやれると私は判断しますけれども、早

期にやはりこういう実態が長く続くようであれば、やっていくべきじゃないかと思いま

すけれども、どうでしょうか。
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○議長（西村 武） 藤原市長。

○市長（藤原一成） ただいまのご質問にお答え致します。

実態としては、先ほど市民福祉部長が申し上げたとおり世帯数は27、第３子以降の人

数は32、減免総額は95万3,600円、それが市で負担できないか。できます。しかし、こ

れは金額の問題ではなくて、こういった補償費、税の公平とは一体何かということにか

かわる問題です。先ほど市民福祉部長、何度も言っておりますが、払っている方がいて、

そして払わない方がいる。払わない方の中には払えない方と、それから残念ながら能力

がありながら払っていただけない方がいる。そこを我々何とかして行政的な区分の中で

緩和しようとしていろいろなご相談に応じたり、あるいは分納であるとか収納猶予であ

るとか、そういったことを措置を講じているわけです。

確かにお子さんが増えれば、それだけこの負担が増えるということはわかります。た

だ、先ほど担税能力がないとおっしゃいましたが、子どもに担税能力ではなくて、税を

払うのは保護者であります。そこの部分を、じゃあこれから少子高齢化の今、どうやっ

てやれば一番バランスがとれて、一番皆さんが、ほぼ納得がいけるような状況でご負担

いただけるのかということは、これは制度の根幹にかかわる問題であります。ですから、

ここは人数であるとか金額の多寡ではなくて、そこの議論をした上で、さらには都道府

県知事会からの要望ということは、これは日本国政府に対する要望であります。一体、

国としてこれを全国的にバランスを取るために一体どのようにするのかということも私

ども市長会の方でも国の方に申し上げて、この問題については検討を深めていかなくて

はならない問題ではないかと思います。

先ほど市民福祉部長申し上げたとおり、減免云々に関しては、市の裁量でやれる部分

もあります。私ども潟上市が全国に先駆けて、ほぼ先駆けてです、それをやる必要があ

るかどうかということもまた議会の中でご議論いただきながら、この問題について深め

てまいりたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） 市長から税の公平性の問題ということで、払っていけない人、そ

れから払わない人、それから国の根幹の制度に係ることとかいろいろまず答弁ありまし

たけれども、これは広報で、皆さんご存じだと思いますが、協会けんぽ、これが広報に

掲載されましたけれども、協会けんぽでは引き下げということで、何．何％、今ちょっ

とないんですけれども、かたがみ広報に載っておりました。これどういうことなのかと
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言えば、やはりこれからの子育て世代等いろいろな経済情勢を見れば、必要なことであ

ればやっていくということだと思うんですよ。ですから私は子育てに関するこの問題、

かなりの大きな額ではなくて、少額でいろいろな方が生活上、助けられるということで

あれば、やはり本市のこれからの検討課題として、していただきたいと思いますけれど

も、先ほど部長からも本市の検討課題だと言っておりましたが、もう一度そこら辺につ

いて市長からお願いします。

○議長（西村 武） 藤原市長。

○市長（藤原一成） ただいまのご質問にお答えします。

私も検討課題であるということは認めます。これは我々潟上市だけではなくて、県、

それから国においても検討課題であろうと思っています。

問題は、そこの部分が、どれだけ皆さんがご納得してお支払いいただいて、これは税

と同じことでありますから、そこの部分がどれだけ皆さんが公平だと思っていただける

かどうかだと思っています。ですから、そこの部分を我々としてきちんと検証して、さ

らには議会の方でもご議論いただいて、何が必要で、何が必要でないものというのはほ

とんどないかもしれませんけれども、そういったものをきちんと区分けしていきながら

議論していかないと、これをやったことによってほかの制度面でのアンバランス、不公

平が生じる可能性もあるやにしれません。そこの部分は、また担当部局の方に精査させ

ながら、私の方で最終的には決断を申し上げ、皆さんと議論を深めてまいりたいと思い

ます。どうぞ宜しくお願い致します。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） １番目の国民健康保険の収納対策と子どもの均等割減免について

は、以上でまず終わります。

次に、入学準備金のことについて伺いますけれども、私、実は去年もこの同じことを

提案しております。それで、今年からやれなかった理由については、予算措置とか要綱

の関係とかのまず答弁ありましたけれども、１年間かかればそういうのはできるんじゃ

ないかなと私は思っておりましたけれども、来年からやるということですが、このこと

については、来年からやるということですので、この１年間の取り組みについては私は

お聞きしませんけれども、ぜひ確実にやれるように要請致します。

それで、対象の拡大なんですが、内容の充実について、対象の拡大については、今や

はり経済情勢が非常に悪くなっておりまして、この間、消費税が８％になりました。そ
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れから、政府の生活保護基準も引き下げられております。この中で対象となるのは、生

活保護基準の1.3倍なわけでしょう。そうすると、全体的にやはりその準要保護のとこ

ろが対象者が少なくなっているということだと思うんです。このことについてどうなん

ですか。

○議長（西村 武） 菅原教育部長。

○教育部長（菅原 剛） ただいまのご質問にお答え致します。

生活保護の基準が平成25年度から引き下げになっておるはずですけれども、文部科学

省からは、その際に、それによる不利益がないようにということでの通知をいただいて

おります。そういうこと、この通知を受けまして、潟上市では基準は引き下げないまま

24年度の生活扶助の基準額が高いもので算定しております。そういうことでご理解願い

ます。

以上です。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） 平成24年度の時点での計算だと。その後に、やはり経済情勢とし

ては消費税の問題とかいろいろなことがあるので、生活実態はやはりかなり落ちている

と思うんです。市町村によっては生活保護基準の1.3倍じゃなくて1.4倍だとか、1.5倍

までをこの準要保護ということで対象として扱っておりますけれども、その拡大につい

ては考えておりませんか。私は今の状態では、やはり考慮していくべきだなと思います

けれども。

○議長（西村 武） 菅原教育部長。

○教育部長（菅原 剛） ただいまのご質問にお答え致します。

手元の資料ですけれども、要保護・準要保護の援助率、県内の一覧表がございます。

潟上市どの程度かと言いますと、ちょうど中ほど、半分よりは上という状態になってお

りまして、上を見ると当然もっと援助を受けている方の割合が多い市町村ございますけ

れども、潟上市は半分よりは上ということで、今、緊急に見直しが必要だというような

認識はございませんので、ご理解願います。

以上です。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） 県内では中ほどだと。急を要しないということで、まずそこに

もっと引き上げなさいというのもなんですから、まずこのことについては了解しました。
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但し、来年度の入学準備金については、早めに、先ほどの答弁ではやりますというこ

とでしたけれども、やるのであれば早く喜ぶように早めに実現していただきたいと、そ

のことについてはどうですか。

○議長（西村 武） 菅原教育部長。

○教育部長（菅原 剛） ただいまのご質問にお答え致します。

議員ご提案のように、なるべく早く新入学時に、その家庭に周知を図れる、あるいは

早く安心していただける、そういった形で運用できるように努めてまいります。

以上です。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） 次に移ります。危険空き家の解体促進と固定資産税の扱いについ

て伺います。

この中では私、具体的な数値は聞いておりませんけれども、しかし、把握はしている

と思うんです。今すぐ解体が必要なものについて、対応は今どういうふうになっている

のか、全部連絡取れているのかどうか、そこら辺ちょっとお聞きしたいんですけども。

○議長（西村 武） 藤原市民福祉部長。

○市民福祉部長（藤原久基） ご質問にお答え致します。

本市におきましては、潟上市空き家等適正管理に関する条例を平成26年に制定してお

りまして、それに基づき事業を進めているところでございます。

ご質問の空き家の件数でございますが、平成26年から今日まで特定空き家、いわゆる

倒壊の危険の高い空き家でございますが、制定してから10件ほど解体を進めております。

現在、天王地区、昭和地区、飯田川地区の潟上市の合計が613件ということになってご

ざいます。

以上であります。

すいません、補足します。先ほど件数を613件と申し述べましたが、これは倒壊の危

険のある、可能性のあるもの大・中・小と分けていまして、小は飛散しない、比較的空

き家であっても危険度が少ないもの、全部の合計でございます。大の危険性のあるもの

は、全部で18件ということになってございます。

以上であります。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） 今すぐじゃあ対応しなければいけないのは18件ということだと思



- 93 - 平成30年第１回定例会

いますけれども、大ということで。連絡取れているのかどうかっていうのもお聞きしま

したけれども、そこら辺はどうなんですか。

○議長（西村 武） 藤原市民福祉部長。

○市民福祉部長（藤原久基） 再質問にお答えをします。

特定空き家の方と連絡が、所有者の方と連絡が取れているかというご質問でございま

すが、ほとんどの方は連絡が取れてございます。ただ、登記上が亡くなっている方で

あったり、相続人が不明というものに関しましては、どうしても連絡が取れないという

こともございますので、お願い致します。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） 今後の対策として、連絡が取れているところはそれなりに対応で

きると思うんですけれども、相続の関係だとかそういう不明なところというところは、

結局連絡が取れなくて、ずっとやはり残っていって、最後は大変なことになっていって

しまうということだと思うんです。私も何件か隣の空き家が大変な状態になっているか

ら早く何とかしていただきたいと、そういう声、何回もあちこちから聞くわけですけれ

ども、連絡の取れているところはいいんですが、それはまず説得によっていろいろ早く

というふうなことで、こういうふうな制度もありますよということはできると思うんで

すけれども、結局今聞きましたら連絡が取れないところもあるというところです。これ

については、今後どういう対応をしていくのか、そこら辺お聞きしたいと思いますけれ

ども。

○議長（西村 武） 藤原市民福祉部長。

○市民福祉部長（藤原久基） 再質問にお答えを致します。

現在、所有者がわからない方の空き家の件数ですけども、16件となってございます。

これらの方に関しましては、登記簿を取ったり、あるいは関係者の方の戸籍を取得した

り、納税義務者等の調査により相続人探しを進めているところでございますが、現在に

至っては、まだ確定されていないと、確認できていないという状況でございます。今後

も、この追跡して所有者の確認を求めたいと考えてございます。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） 先ほど危険が大だというのが18件、今お答えになったのが16件と

いうことですけれども、この16件というのは、まだ大丈夫だということも含んでいると

思うんですけれども、本当に今やらなきゃいけなくて連絡が取れてないところは危険が
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大だというのは、18件中何件あって、そこへの対応をどうするのかということをお聞き

しているんですけれども、そこら辺はどうでしょう。

○議長（西村 武） 藤原市民福祉部長。

○市民福祉部長（藤原久基） 再質問にお答えを致します。

先ほど答弁致しました特定空き家の危険の高いもの、倒壊の可能性が高いもの18件に

つきましては、全部確認が取れているとのことでございます。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） では、危険が大だというところの18件については、市としても速

やかな親切な対応を求めていきたいと思いますので。

それから、固定資産税の扱いなんですけれども、解体後の更地になった固定資産税が

秋田市あたりは６倍になるとか何倍になるとかという話も聞かれておりますけれども、

この潟上市においては、そこら辺は地域によっては違うんですけれども、どのような状

況になりますか。

○議長（西村 武） 藤原市民福祉部長。

○市民福祉部長（藤原久基） ご質問にお答えをします。

住宅が建っているいわゆる小規模住宅用地200平米までに関しましては６分の１の軽

減ということは、これは全国的に決まっております。地方税法で定められておりますの

で、本市においても軽減は６分の１となってございます。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） この質問の中に課税標準額が高くなるのが実態ではないでしょう

かと、これは解体後の固定資産税、土地。これは本市ではどうなのかということもお聞

きしているんですけれども、そこら辺はどうなんですか。

○議長（西村 武） 藤原市民福祉部長。

○市民福祉部長（藤原久基） ご質問にお答えをします。

課税標準が高くなることはあるのかというご質問でございますけれども、土地に関し

ましては課税標準が高くなるということはございません。ただ、何と言いますか、普通

は評価額で６分の１課税標準が減額になっていることでございますので、家屋がなくな

れば課税標準が評価額と同じになるということはございます。ですので、結果的に課税

標準が上がるということも言えると思います。ですので、古い家ですと税額が家の分と

いうのがすごく少ないわけでして、土地の分が上がると、逆に固定資産税が高くなると
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いうケースはよくあるケースでございます。

以上です。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） 先ほどの答弁では、固定資産税については全国の実施状況を見て

対応するということの答弁がありました。実施状況というのは、いろいろな実施の状況

があるんですね。３年間は、土地整理するまでの３年間とか、５年間とか。私はこうい

う措置は、やはりぜひやっていただきたいと思っておりますけれども、先ほどの答弁で

は実施状況を見ながら対応するということですから、これは将来的にはそういう方向で

やっていきたいということでよろしいですか。

○議長（西村 武） 藤原市民福祉部長。

○市民福祉部長（藤原久基） 再質問にお答えを致します。

市の施策として減免を行うということが決定しましてから検討すべき事案と考えてご

ざいます。ご了承お願いします。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） すいません、今の答弁ちょっとわからなかったもんで、もう少し

噛み砕いて答弁お願いしたいと思います。

○議長（西村 武） 栗山副市長。

○副市長（総務部長事務取扱）（栗山隆昌） すいません、ご質問に対して、私の方から

ちょっとお答えさせていただきますけれども、先ほどのまず家屋を取り壊した際に非住

宅になりますので、税金は上がるのかというご質問でございますが、これは地方税法上、

そういうことになります。取り壊しますと、土地の値段というか税額が上がります。で

すから、これはどこも同じでございますので、そういうふうにご理解ください。

それから、先ほど市民福祉部長がお答え致しました今後、全国の自治体の実施状況を

鑑み対応してまいりたいということでございますけども、それを固定資産税、空き家解

体後の固定資産税の減免について非住宅でなくて建物があった状態の税額をこれ維持す

るという、３年間維持するというお話でございますけれども、そういうことの全国的な

流れ、その辺も考慮しながら検討していきたいと、そういうことでございますので、宜

しくお願い致します。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） 全国的な流れは、これから空き家がどんどん増えていきますので、
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やっと解体してお金かかったと。今後の固定資産税が、もう何倍にもなったと、なると

いうことなれば、やはりせっかく解体しようかなと思ったことに対して、やはりストッ

プをかけることになると思いますので、せっかく頑張った方については、固定資産税を

やはり安くしていくと、数年間は、そういう私は措置が必要だと思いますけれども、最

後にもう一回お願いします。

○議長（西村 武） 栗山副市長。

○副市長（総務部長事務取扱）（栗山隆昌） ただいまのご質問にお答え致します。

確かにおっしゃることもそのとおりかとも思いますが、根底にありますのは地方税、

税法です。この税の公平性、これは非常に大事なことだと思います。その上で、この解

体後の固定資産税の扱いというのは減免に、はたして当たるのか、ふさわしいのかとい

うことも、これは非常に考えるところがあると思いますので、その辺も含めて慎重に対

応していきたいと思っております。

○議長（西村 武） 12番藤原議員。

○１２番（藤原典男） 最後にしたいと思ったんですけれども、実際に実施している自治

体があるんです。なぜやっているのかと。そこあたりもっと研究して、交流しながら、

なぜこういうことをやっているのかということを、自治体もやはりもうちょっと考えて

いくべきじゃないかということを提言致しまして、私の一般質問を終わります。どうも

ありがとうございました。

○議長（西村 武） これをもって12番藤原典男議員の質問を終わります。

皆さんにお諮り致しますけれども、暫時休憩をしますか。それとも引き続き行います

か。

（「休憩し引き続き」の声あり）

○議長（西村 武） それでは10分ぐらい休憩したいと思いますけれども、その後、12時

若干過ぎると思いますけれども、よろしいでしょうか。引き続き、せっかく傍聴人も来

ておりますので。

じゃあ暫時休憩します。37分まで休憩します。

午前１１時２７分 休憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１１時３７分 再開

○議長（西村 武） 休憩前に引き続きまして会議を開きます。
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16番大谷貞廣議員の発言を許します。16番大谷議員。

○１６番（大谷貞廣） 改めて、おはようございます。通告に従いまして２項目６点の質

問をさせていただきます。

１点目、第２次潟上市総合計画について。

潟上市に住むことに誇りを持てるまちづくりに取り組むための総合的な指針として位

置付け策定した計画は、長期ビジョン、基本計画、実施計画で構成され、長期ビジョン

は直面する課題等を検討、将来像や基本目標を実現するための基本的な方向性を示す。

平成28年度を初年度として平成37年度を目標年度とする10年間の期間とするものであり

ます。

基本計画は、長期ビジョンに基づき今後取り組むべき施策を各分野にわたって定め、

平成28年度から平成32年度までの５年間を前期、平成33年度から平成37年度までの５年

間を後期とすると。実施計画は、具体的に実施する事業の優先順位、内容、財源等を示

す予算編成の指針となるもの、３カ年計画として策定し、毎年度見直し、ローリング方

式によりマネジメントシステムと連携を図って、総合計画の進行管理を行うとされてい

る。ここで所見を伺います。

進行管理をマネジメントシステムと連携し、目標の達成点検、評価方法とは。

次に、庁舎周りの環境整備は。

二田追分線の歩道計画は。

２点目、雨水排水のインフラ整備について。

潟上市は、県都秋田市に隣接し、ベッドタウンという都市的な特性として開発・発展

してまいりました。天王地区・追分・出戸は、市街地のアスファルト化が進み、路面の

多くは舗装され、雨水の地中浸透が阻害され、最近の豪雨で河川が少ない当市では住民

が排水の対応に追いつかず苦慮している箇所が増加傾向にあるのが実情であります。

国は、ゲリラ豪雨をはじめとした強い雨の頻度が増す中で、５年に１回程度の大雨に

対応できる下水道の整備を求めております。当市の所見をお伺います。

下水管に生活排水を流す汚水管と、大雨に対応する雨水管の整備普及は。

雨水の分散管理の考え。

老婆心ながら、台風による高潮の対応と。

以上でございます。

○議長（西村 武） 当局より答弁を求めます。栗山副市長。
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○副市長（総務部長事務取扱）（栗山隆昌） 16番大谷貞廣議員の一般質問の１つ目「第

２次潟上市総合計画について」の１点目及び２点目についてお答え致します。

１点目の「目標の達成点検、評価方法」でありますが、第２次潟上市総合計画は、大

谷議員がおっしゃいますように長期ビジョン、基本計画、実施計画の３層構成で成り

立っております。

本計画の進行管理につきましては、長期ビジョン及び基本計画では、それぞれ10年及

び５年の計画期間が終期を迎えるタイミングで、計画に掲載した成果指標や活動指標の

将来目標値に対する達成状況を確認し、全体的な見直しをして次期計画の基本目標や政

策・施策に反映させることとしております。

実施計画では、３年の計画期間でありますが、毎年度末に掲載された具体的な事業に

ついて進捗状況を確認し、計画の見直しをしております。この実施計画には、個別の事

務事業が掲載されておりますので、いわゆるマネジメントシステム、本市においては事

務事業の行政評価がこのシステムに該当すると認識しておりますが、この行政評価の結

果との連携を図って計画の事業の改善や予算編成の際の参考としております。

総合計画の進行管理体制につきましては、庁内には、市長・副市長・教育長及び部長

級職員からなる「総合計画政策会議」を、また、外部には市民20人からなる「まちづく

り市民会議」を設置しており、それぞれによりまして毎年計画の進捗状況の検証を行っ

ております。

ご質問の２点目「庁舎周りの環境整備は」についてお答え致します。

庁舎周りとは、市役所本庁舎周辺のことと思いますが、ご承知のとおり県道秋田天王

線沿いの庁舎側一帯には、まとまった市有地が存在しております。

環境整備につきましては、他の市有地同様に危険樹木の伐採や除草作業等を行うなど、

整備に努めているところでございます。

現在は、具体的な活用方法はございませんが、今後の利活用につきましては、市の全

体計画の中で財政面を考慮しながらの検討になるものと考えております。

○議長（西村 武） 菅原産業建設部長。

○産業建設部長（菅原靖仁） 16番大谷貞廣議員の一般質問の１つ目「第２次潟上市総合

計画について」の３点目「二田追分線の歩道計画について」お答え致します。

ご承知のように市道二田追分線は、追分地区から国道101号線までの路線で、天王地

区において公共施設及び地域間連絡道路として重要な路線に位置付けられております。
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また、通学路でもあるため地元地域からは道路拡幅、特に歩道設置について強く要望さ

れており市でも整備の必要性について十分に認識しているところであります。

路線のうち、三軒屋地区から細谷地区までの約２キロメートルの区間は、歩道の未整

備区間があり、朝夕の通学時間帯において事故の危険性が予想されることから、車両交

通の改善及び歩行者との接触事故防止等を解消するため、平成26年度から国の補助事業

であります社会資本整備総合交付金事業の「防災・安全交付金事業」を活用して着手し

ております。

現在の整備状況については、設計・用地調査及び補償調査の一部を完了しております。

今後の事業につきましては、国庫補助事業費の予算配分状況にもよりますが、順次、用

地補償交渉並びに工事着手する予定でありますので、工事等本格的に実施する際には、

地権者及び地域住民への説明と理解を得ながら事業を推進してまいります。

○議長（西村 武） 村山水道局長。

○水道局長（村山久尚） 16番大谷貞廣議員の一般質問の２つ目「雨水排水のインフラ整

備について」の１点目「下水管に生活排水を流す汚水管と大雨に対応する雨水管の整備

普及は」についてお答え致します。

潟上市の下水道事業は、生活排水を流す汚水管と、昭和・飯田川地区では、５年に１

度の大雨に対応するため、河川に放流する雨水管渠の整備を進めてまいりました。

大谷議員ご指摘の天王地区については、河川がないなど地形的な要因により、多額の

整備費用がかかることから、下水道事業としての雨水処理の計画はなく、整備は行って

おりませんでした。

平成25年に、最近多く発生する天王地区の雨水処理対策のため、県下水道課と東北地

方整備局との間で、雨水管渠と雨水浸透施設を効果促進事業として整備できないかを協

議した経緯がありましたが、雨水浸透施設については、地下水位が高ければ浸透効果が

期待できないこと、また、下水道事業で実施するためには、調整池等、用地確保と維持

管理、さらには10年で延べ50戸以上の床上浸水被害等の採択要件があり、実施は困難と

の指摘を受けております。

これらのことを踏まえて天王地区での雨水を下水道事業で整備することは難しいと考

えております。

○議長（西村 武） 菅原産業建設部長。

○産業建設部長（菅原靖仁） 16番大谷貞廣議員の一般質問の２つ目「雨水排水のインフ
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ラ整備について」の２点目「雨水の分散管理」についてお答え致します。

近年の異常気象における集中豪雨に起因する道路冠水等の対応は、市と致しましても

大変苦慮しているところであります。

ご質問にありますとおり、天王地区、追分地区及び出戸地区は、豪雨時には宅地より

低い市道等に流れ込み冠水し、通行不能となる箇所があることを把握しております。

市では「第２次潟上市総合計画」の施策として、安全・安心な道路利用を目的とした

道路冠水対策として、市では雨水対策事業を実施しております。

道路事業による雨水対策については、冠水箇所の浸透桝設置や既設の側溝を大型側溝

への布設替え工事の実施など、局所的な整備を実施するなど、計画的に事業を推進して

いるところですが、すべての道路冠水に対応するためには、長い年月と多額の経費が伴

います。しかしながら、道路事業での雨水対策に対する補助制度がなく、すべて市単独

事業で実施しなければならないため、財源措置も考慮が必要であります。ただ単に大型

側溝を布設して時間をかけて水を浸透させる方法がよいのか、根本的な解決にはその地

区全体の詳細な雨水排水に関する経路等の調査解析と整備計画による対策が必要と考え

ております。

以上です。

○議長（西村 武） 栗山副市長。

○副市長（総務部長事務取扱）（栗山隆昌） 16番大谷貞廣議員の一般質問の２つ目「雨

水排水のインフラ整備について」の３点目でございますが、「台風による高潮の対応」

についてお答え致します。

高潮を引き起こす要因としまして台風の発生があります。近年、台風は、日本海近海

でも発生し勢力が衰えずに北上するなど、北日本（秋田）へも接近・上陸する回数が増

えているように感じております。市としましては、風水害に関する情報は、防災に生か

しやすい情報と捉えております。特に台風は、その経路等により、予想し得る気象状況

を早期に把握し、高潮等にも対応できると考えております。また、気象庁が発信する

「高潮警報」は、台風や低気圧等による異常な潮位上昇により重大な災害が発生する恐

れがあると予想されるときに発表されることから、秋田地方気象台との連絡体制を確立

し、警報レベルに従って段階的な職員配備を図ります。

なお、高潮被害が予想される地域が生じた場合は、住民への避難勧告等の早期発令に

努めてまいります。
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以上でございます。

○議長（西村 武） 16番、再質問ありますか。16番大谷議員。

○１６番（大谷貞廣） まず、１点目の総合計画なんですけれども、確認の意味で、前日、

藤原市長からも所信表明で述べております。私の基本姿勢は、対話と交流だと。市政運

営は、基本姿勢はここにあると、そういうことをおっしゃっております。なおかつ30年

度の予算編成は、第２次潟上市総合計画に盛り込まれた諸施策を積極的に推進すると

おっしゃっております。私の確認の意味なんですけれども、まちづくりって何だ、安

心・安全に暮らせることができるまちだよと、これを大前提にして第２次の潟上市の総

合計画を作成しているはずなんです。当然のことなんですけれども、市民と行政は信頼

関係でなければだめだよということをおっしゃっております。その中で、当たり前のこ

となんですけれども、限られた財源で行政サービスを低下させないで健全財政を維持し

ながら、効率的で効果的な効率的な行政運営、管理ではないと。経営と考え、民間の経

営理念、経営手法、つまりマネジメントサイクル「Plan Do Check Action」、これを有

効に、しかも積極的に取り入れて市民目線に立ったサービス提供をすることであって、

成果に重点を置いて行政活動を行うと、こういうことを大前提にしております。ただい

まの私の質問そのものは、財政が直接かかわることで非常に無理なんですけれども、や

はり市民が非常にまいっていることが多々最近は増えてきております。

そこで、あえてこの評価方法というやつは、民間では、このマネジメントサイクルを

駆使してどうあるべきかをやって、成果を上げておるはずなんです。そういうことで評

価方法とはって質問したわけなんですけども、わからないわけではないんですけども、

第１点目は今後ともひとつ市民のために、市民の目線に立って実施していただければ幸

いだと思っております。

２点目なんですけれども、庁舎周りの環境整備と。先ほども答弁されております。内

容はわかっておりますんですけれども、３年目になりました。そうすれば、何となく私

でなくても、ほかから来るお客さん、あるいは道の駅があるもんで、そこの101号線は

結構歩く人が相当多い。それから、アクセスもこうなってくるわけで、やはりこの自然

を損なわない、但し市有地があるよと、これもわかっております。だけども、道の駅の

くららっていうやつは潟上市のドル箱の観光地になっているはずなんです。その玄関、

しかも市役所という背景があります。そうだとすれば、大体公園管理っていえば、年３

回ぐらいは多少のお手当てをして、他人様に、なんと汚ねねがと言われないようなシス
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テムをとっているはずなんです。と思っております。時代とともに変われば変わったか

もしれないけども、そういう手法を用いてあったはずなんですけども、これもまた金掛

かるもんですからあれこれは言えませんけれども、そういう観光地を控えて庁舎とあり

ますので、そこいら辺。それから、周りを考えれば、空き地があるわけです。これを民

間の方々とタイアップして何かをできないかなと、こういう提案を含めて私の庁舎周り

の環境整備と、ここひとつもう一度。

○議長（西村 武） 栗山副市長。

○副市長（総務部長事務取扱）（栗山隆昌） 大谷議員の再質問にお答え致します。

先ほど答弁させていただきましたが、あそこの県道沿いのところ、庁舎一帯について

はまとまった市有地が存在しています。皆さんご案内のとおり、あそこの市有地につき

ましては、今現在は普通財産ということでございますけども、確かにあそこを通る皆様

にとって、見栄えがいいとはちょっと言えない状況にあることは我々も理解していると

ころでございます。先ほど言いましたとおり、財政面の問題もございますけども、それ

らを含め、何とか皆様ご相談しながら、向かい側がグリーンランドということもござい

ますので、できれば一帯となった整備ができれば一番いいんでしょうけども、今のとこ

ろはまず普通財産、市の市有地ということになってますので、その整備についても今後

ご相談していきたいと思いますので、宜しくお願い致します。

○議長（西村 武） 16番大谷議員。

○１６番（大谷貞廣） ３点目の二田追分線の歩道計画、もう一度確認したいと思ってい

ます。

これはやはり計画的にやることが当たり前なんですけれども、調査の終わったところ

をどのように考えているか。

もう一つは、私の住んでいる出戸新町は、背景、地形というものを頭に置いてプラン

をしてもらえばどうだかという、おのずとわかると思います。これは次にもかかわるこ

とですけれども、あそこのとこは、うちの方は、二田追分線の方が高い。そうすれば、

最近の雨では一気にドンとくるわけです。それがどこにくるかって言えば、真ん中のあ

の道路に来るわけなんです。それぞれの対応はしていただいております。これはありが

たいことなんですけれども、この対応に住んでいる方々がなかなか苦慮しております。

勘定してみれば10本ぐらい、ストレートに来るんです。雨降れば、高いからドドドッと

来るわけなんです。そうすれば、いろいろな対応をしていただいているんですけれども、
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なかなか、そういうことで、できれば歩道計画というものを早めに、この優先順位とか、

そういう対応というんですか、学童の通学路もあります。冬場になれば、こちらの方の

小学校学区単位、中学校学区単位のあそこから歩く人方というのは、大変な思いで歩い

ているはずです。そこら辺をもう一度、どういう計画なのか宜しくお願いします。

○議長（西村 武） 菅原産業建設部長。

○産業建設部長（菅原靖仁） 大谷議員の再質問にお答えします。

二田追分線の歩道整備につきましては、大変重要な路線と考えておりますが、先ほど

も申し上げましたとおり、平成26年度から国庫補助事業を活用しながら用地調査及び補

償調査、また、測量設計業務を行っております。でありますが、測量設計業務は、計画

路線全路線２ｋｍのうち全部終了しております。でありますが、用地測量、あと補償調

査の方がまだでき上がっておりませんので、まだ工事実施には至っておりません。

また、26年・27年は事業実施をしましたが、28年・29年は国の予算配分が年々減少傾

向にありまして、それは現在、ほかの場所の進行されている箇所を優先的に配分されて

いる関係上、この地区については一端まず停止状態になっているところであります。で

ありますが、現在行われている事業が間もなく完了した後に、この二田追分線の歩道整

備事業を再開して進められていくことになろうかと思います。

あと、二田追分線の道路自体が高い関係上、周辺の土地にその降った雨が流れていっ

て対応に苦慮しているということでしたので、その道路の高さも今後の道路計画に考慮

に入れながら対応してまいりたいと考えております。

以上であります。

○議長（西村 武） 16番大谷議員。

○１６番（大谷貞廣） ありがとうございました。

ただいまの２次計画の３点の質問、ぜひ前向きに検討していただきたいと思っており

ます。

なお、市長におかれては、国とは相当太いパイプを持っていると思って私は確信して

おりますので、ぜひ秋田県を通り越して何かをやっていただきたいなと思っております

ので、市長、何かあったらひとつ宜しくお願いします。

○議長（西村 武） 藤原市長。

○市長（藤原一成） ただいまの大谷議員の励ましにお答えさせていただきますが、私が

前職、国にいたということもありまして、それはそれなりに各省庁には友人もおります
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し、知り合いもおります。ただ、我々は組織としてこの行政運営に当たっておりまして、

組織として市町村があり、そして都道府県があり、そして国があると。これは、どこが

どうだということではなくて、それなりの役割分担をしているわけです。この今お尋ね

の最後の道路のこと、実は私、先日、追分の方まで用事がありまして、そこを通ってま

いりました。雪が解けてきて、歩道がついている箇所は広い歩道がついて歩きやすいだ

ろうなと。それが突然切れているという状況になっている。ここまで通してあげれば、

天王南中学校まで行くまで安心して行けるだろうなということは本当に思いました。た

だ、あそこをまたさらに延伸するためには、多額の財政負担、これは国であり県であり

市でありということが必要になってまいります。私ども最近、道路につく財源がなかな

か大がかりなものがついてくることが少なくなってきたということも担当から聞いてお

ります。私なりに私の人脈を通じてお願いすることはお願してまいりますが、それが私

だからできるということであっては決して持続可能な市にはならない、きちんとした

チャンネルで、きちんとした方向性で、きちんとした行政運営でやっていって、それが

きちんとついていくということが最終的には市民の皆様が長く私は幸せになれることで

はないかなと思います。ただ、私にあるものについては、すべからく市のために尽くす

つもりではおりますが、励ましの言葉と捉えて今後ともまたご支援賜りますようお願い

申し上げまして答弁にかえさせていただきます。どうもありがとうございました。

○議長（西村 武） 16番大谷議員。

○１６番（大谷貞廣） どうも市長、ありがとうございました。

１点目の項目については終わります。

２点目の雨水排水のインフラということなんですけれども、私この、何でそういうこ

と、３点を質問の２点は合致するんですけれども、３点目はちょっと無理な質問なんで

すけれども、あえてここに挙げたんですけれども、いずれ２点は、ほぼ似たりよったり

ですけれども、要するに下水道の整備したやつは、局長の言うとおり私非常に無理な質

問してると思って、だけれども、やはり雨の問題、結果的にそれで泣いてるんですよ。

これやはり地形的にこれは無理だと思うんですけれども、ここで、マスコミに発表した

やつ、これは国土交通省でまとめたことなんですけれども、５年に１回の大雨の浸水対

応ということで、市街地の下水道の42％が未達成であるよと。国は何と言っているかと

言えば、先ほども申し上げましたんですけれども、５年に１回程度の大雨に対応できる

下水道の整備を求めるが、全国で42％が終わっていないと、こういうことを言っていま
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す。だけれども、これ黙っていられないもんですから、どうだかっていうことをいろい

ろ問うてるんですけども、秋田県は下水道による都市浸水対策達成率46％と書いてい

るんです。それから、このために、やはり大都市だから言えることなんですけども、但

し、こっちは大都市と言われないけれども最近の雨の状態を見れば、ただの雨でないわ

けだすな。それにどう対応しているかということは、先ほど産業建設部長も非常に苦慮

していろいろな対応をしていただいているのはわかっております。だけども、これをも

うちょっと何とかっていうわけで、これもまた雨水管理の分散管理って、そういうこと

をマスコミで流していることがありますのですけれども、何としてるかっていえば、農

業用のため池だとか学校のグラウンド、それから、こういうようなことをやっているよ

と。各地でやはりいろいろなことをやっているわけなんです。例えば、宅地が低い場合

は条例つくったりして、ちょっと上げるとかっていう、そういうようなことも模索して

ますよ。こういうようなこと、これはマスコミだから言えることなんでしょうけども、

この中には学者の専門の河川工学の大学の教授だとか、いろいろな方々がそこの中に参

画をしてやっているわけなんです。だもんですから、やはりこれからの潟上市の発展の

ためにも、やはり自然災害っていう、災害ではないんでしょうけれども、泣きどころの

流す、雨水がないもんですから、ここいら辺をやはり、もう何ていうんですか、オール

潟上で何とかこのいろいろな施策が、方策ができないものかなと、産業建設部長も

ちょっとちらっと言っていたんですけれども、そういった検討の仕方というやつは、ど

うだもんでしょうか。私は素人で申しわけないけれども、言いだしっぱなんで申しわけ

ありません。ひとつ宜しく。

○議長（西村 武） 菅原産業建設部長。

○産業建設部長（菅原靖仁） 大谷議員の再質問にお答えします。

先ほども申しましたが、道路冠水に対応するためには、長い年月と多額の費用がかか

ります。でありますが、たまった水をそのまま放置しておくという考えはありません。

でありますので、現在のところは、大型の浸透側溝で対応しているのが現状であります。

でありますので、今後ともその方向は変わらないんでありますが、今、大谷議員から言

われたとおり、民間の敷地やグラウンドの利用、ため池等を何と言いますか築造して、

そこにためて浸透させればいいんじゃないかということもありますが、そのためにはど

のくらいの水量がどの範囲でその地区に流れてくるのかとか、あと、どのくらいの降雨

強度と言いますか、強さで雨が降るのかというのを専門的に調査研究しながら、水の集
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水範囲を確認しながら、それに見合う施設を建設しなければなりませんので、今後の調

査研究が必要だと考えております。

以上であります。

○議長（西村 武） 16番大谷議員。

○１６番（大谷貞廣） 最後の台風による高潮の対応ということなんですけれども、これ

全く私の老婆心です。なぜこういうことを言うかと言えば、最近、要するに潟上の沿岸、

海岸だすな。護岸工事だか何かやるとかっていうお話は出ています。余計なことなんで

すけども、出戸浜に何回か最近行った人おりますか。目と鼻の先まで砂浜が侵食されて、

ないんです。それだもんだがら、これやはり台風ってば必ず水位があがる。そしてもう

一つは、船越水道もああいう具合です。上がれば必ず一向だとか漁業会の方にドドドー

ンとくるわけです。そういうことで、あえて私は何とだべがな。別に人心をあおってい

るわけではございません。自然災害は、そもそも個人が対応するのが基本なんです。だ

けれども、これはなかなか難しい問題だなと思って、あえて挙げたんでございます。宜

しくお願い。

○議長（西村 武） 終わるんですね。答弁いらないんですね。

○１６番（大谷貞廣） 以上で終わります。ありがとうございました。

○議長（西村 武） これをもって16番大谷貞廣議員の質問を終わります。

すみません、皆さん、もう１名です、今日。引き続きやりますか。よろしいですか、

議員の皆さん。

（「継続」の声あり）

○議長（西村 武） 継続という声がありますので、引き続き行います。

それでは、７番鐙 仁志議員の発言を許します。７番鐙議員。

○７番（鐙 仁志） 傍聴者の皆さんも、お昼過ぎて申しわけないんですけども、じゃあ

私の方から今回の議会に対して２点ばかり質問させていただきたいと思います。

１つ目は、飯田川保健福祉センターの風呂の再開についてであります。

この度の選挙を機に、私は地元飯田川を重点として見聞したところであります。目に

した光景は、空き家の増加、若者との別世帯による老夫婦だけの家庭が多く、何かあっ

たら頼むと依頼の言葉が数多く聞かされました。中には大雨が降ると裏山が崩れはしな

いかと、いつもびくびくしているという悲愴な現実もありました。

また、耳に入ったこととしては、毎年夏祭りに有名歌手を招いて多額の出費を重ねる
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よりも、こと潟上市に文化会館なるものがほしいとの要望、中でもとりわけ要望が多

かったのは、風呂の再開を望む声でありました。

この風呂に関しては、平成10年に国が多額の国保税を憂い、減少を目指し、全国に補

助をくだし、予防と健康増進を願い風呂の設置を決めたものであり、したがって費用対

効果の対象としてはいかがなものでしょうか。

今、高齢者の多い地域で集う場は、みずからすすんで参加できる場所があるというこ

とが連帯感のある暮らし、そして心の元気は健康にもつながるのではないでしょうか。

現在の足踏み状態から風呂再開へと願うものであります。

昭和のレイクプラザの湯、井川のサクラ湯と、それぞれに利用はしているものの不便

さを嘆いております。再考を願うものでありますが、市長のご答弁を求めます。

２つ目、平成29年度の総括について。

藤原市政も間もなく１年になろうとしています。今年度を振り返り、どのような点に

配慮し、どのような成果があったのかなど、本年度の総括をどのように考えているか答

弁を求めるものであります。

以上２点について答弁を求めます。

○議長（西村 武） 当局の答弁を求めます。藤原市長。

○市長（藤原一成） 今の鐙議員のご質問、まず２点目の「平成29年度の総括について」

の方から私の方からお答えさせていただきます。

昨年４月の市長就任から間もなく１年を迎えます。昨日の施政方針でも申し上げまし

たが、これまで、市議会、そして市民の皆様、また、市職員などあらゆる方々との「対

話」と「交流」を第一に市政運営にあたってまいりました。

こういった成果の一つが、例えば本日お見えの傍聴の方々、非常に傍聴の方々が増え

たということも一つの成果であろうと思っております。私と市議会の緊張感のある関係

にとっても、傍聴の方々がいるということは、私にとって励みになりますし、議員各位

におかれても、そのように思います。

さて、私は、いつも申し上げているとおり、対話と交流の中から様々なアイディアや

改善点が見出せると思っていますし、対話と交流を活発化させれば、必ず「渦」が巻き

起こり、その渦の力こそが諸課題の解決につながり、現状を打破していく原動力になる

ものと確信しております。

本日の一般質問の議論も、その一環であるとも捉えております。
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多くの対話と交流を実践してきたことが一つの成果であり、今年度はその中から来年

度の予算の重点の骨格として見えてきたものを中心にして少し述べさせていただきます。

その一つは、やはり子育て支援の充実と教育環境の整備をしていかなければならない

ということであります。

潟上市は、これまで子育て支援の充実に努め、住みよいまちとして県内外から認知さ

れるようになってまいりました。私も市長に就任してから学校や幼稚園・保育園・こど

も園に何度も足を運んでおりますが、その度に潟上市の子どもは立派だなと、本当に頼

もしく思っております。この子どもたちに、さらに郷土潟上に誇りと愛着を持ってもら

えるように、我々大人が行動で手本を示し、まちづくりの基盤を、より強固なものとし

て次世代に引き継いでいくことが、今を生きる私たちの大切な使命であると、さらに認

識させてもらいました。

間もなく中学校、小学校、幼稚園・保育園・こども園においては、卒業式・卒園式で

あります。皆様方の厳粛な中のあたたかなお祝いを私からも切にお願いするものであり

ます。

本市には、待機児童の問題をはじめ様々な課題があります。昭和地区３園を統合した

「昭和こども園」の整備がその問題解決の一つであります。４月の開園は間もなくであ

りますが、私が市長に就任した６月議会で、このご判断を市議会に求めた際の私はとて

も苦しかった思いがあります。私自身が先ほど述べたとおり、対話と交流で市政を進め

ていくと、まだまだ対話と交流が足りないのではないかという一方でご意見をいただき

ながら、しかし、全県の中でも多いと言われる待機児童の問題を、これ以上引き伸ばす

わけにはいかない、さらには、昭和地区の中心である、センターであるはずの昭和庁舎

が、このまま、このままの状態ではいけないという思いの中で最終的な私自身の決断を

し、議会にお諮りをし、お認めいただきました。この場を借りてお礼を申し上げます。

２つ目は、産業振興と企業誘致、つまり若い方々の働き場所、その確保であります。

市民生活の向上はもとより、地域社会づくりを推進する基盤であり、自治体運営を行

う上で財源確保という観点からも重要な課題であります。おかげさまで一昨年、昨年と

企業誘致が成功致しました。例えば航空機産業の山本精機さん、山形県の富士ソーイン

グさん、そして待望の昭和工業団地に工場を新設することになった東洋熱科学さん、３

つの企業が本市への進出が決定しておりますし、操業を一部始めております。

このような企業、さらには既存の企業の中でも規模を拡大したい、ないしは昨日東京
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に行かせていただいて、市庁舎の後ろにある五洋電子さんの親会社、日立国際の方を訪

問してまいりました。そのとき重役の方から、これもあれも、これもすべて潟上で作っ

た製品なんだと、これが世界に羽ばたくんだと言っていただきました。そういった中で

も、さらには今の操業状態はとてもよく、潟上市での労働環境も非常にいいというお言

葉もいただいております。

このような新しく来られる企業、そして今ある企業、市ででき得る限りの支援を申し

上げながらも、さらには農林水産業にもきちんとした目配りをしながら産業振興、企業

誘致に努めてまいりたいと思っております。

３つ目は、市民の方々が健康で長生きしていただく、健康寿命というと四文字熟語で、

ちょっと冷たい感じがありますが、健康で長生きしていただく、そのために八郎潟ハイ

ツ跡地に整備する「防災・健康拠点施設」は、まさにこの活動の中核を担う施設であり

ます。

さらには、自主防災組織の育成や住民の防災意識の向上等に加え、若い世代を含む幅

広い世代の方々が、健康づくりに積極的に取り組むことができる環境を整えることに

よって、先ほど大谷議員からもご指摘のあった安全・安心で元気な地域となることを目

指しております。

施設のオープンは今年10月頃を予定してございますが、今は名称の公募が終わり、選

定作業に入っておるところであります。この施設にふさわしい、我々の願いがこもった

名称となるよう選定作業を進めてまいりたいと思います。

これらが今年１年の成果であり、今後も本市の強みを生かす取り組みや課題解決に向

けた取り組みを平成30年度当初予算案に反映させることができたと思っております。

また、市民の皆様から、職員はじめ市役所の雰囲気が前よりもよくなったというお褒

めの言葉もいただくことがあります。これも一つの成果ではありますが、それと同時に

多くのご叱責もいただいております。まだまだこういうところが足りない、ああいうと

ころが足りない、そういうこともあります。例えば、今年は昨年よりも雪が少のうござ

いました。除雪の作業、いかがでございましたでしょうか。除雪が始まる当初、担当部

局には、やってくださる方々は業者ではなくて、我々と同じ市政を担う仲間なんだとい

う思いで声をかけてほしいとお願いしました。なるべくかゆい所にでも手が届くように

やってほしいとも述べました。市の職員少ない中でも、何度も何度も市内を点検し、

やってまいりましたが、それでも私にこういうところが残念であったと、何も私たちを
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責める口調ではありませんでした。残念であったというお言葉を頂戴しました。ある方

のこの世とのお別れの日に、そこに至るところの国道、県道は除雪されていたが、市道

はあまり除雪がされていなくて困ったと。生涯を、この世を去るにあたるそういう日に、

それはとても残念であったと私の心にも深く響いてまいりました。担当部長からは、す

ぐに私におわびの言葉がありましたが、私に謝ってもしょうがない。市民の代表として

おわびの言葉を受けるが、そうでないようにすることがまず第一であるということであ

ります。そのすぐ翌日、翌々日でしたか、町内会長さん方、自治会長さん方の研修会の

ときがありました。この話を申し上げました。我々市の職員だけで足りないところが

多々あるはずであると。それはおわび申し上げますが、どうぞ町内会長さん方、もし周

りで除雪が、ここがよくないとかそういうことがありましたら市の方に教えていただけ

ないかということがあったら、その後すぐに、ある地域の町内会長さんから、あそこで

人がお亡くなりになったので除雪をきちんとした方がいいよというアドバイスを頂戴し、

すぐにうちの職員は対応したと聞いております。こういった皆様方から助けていただき

ながら、そして我々職員も市民の皆様に寄り添いながら日々の仕事をするということを、

今以上に肝に銘じていかなければならないと思っています。私が市政をお預かりしてま

だ１年弱ではありますが、今後、市政運営の基盤をさらに強固にしていく必要があると

も思っております。これも議員各位、また、市民の皆様からのご指導・ご協力の賜物と

厚く御礼申し上げますとともに、この先もご指導、そしてご鞭撻を宜しくお願いしたい

と思います。私自身、初心を忘れることなく努めてまいる所存であります。対話と交流

をベースに、すべての市民が活躍し、みんなが主人公となる「チームかたがみ」で、ま

ちづくりの歩を進めてまいりますので、今後とも何とぞ宜しくお願い致します。

質問１につきましては、当初の答弁を市民福祉部長からさせ、もし足りないところが

あれば私の方で補わさせていただきます。

以上でございます。

○議長（西村 武） 藤原市民福祉部長。

○市民福祉部長（藤原久基） ７番鐙 仁志議員の一般質問の１つ目「飯田川保健福祉セ

ンターの風呂再開について」お答えを致します。

ご質問にありますように、飯田川保健福祉センターは、これまで多くの市民の方々の

健康と福祉の向上に寄与してきた健康福祉施設であり、高齢者の集う地域憩の場である

と認識をしております。



- 111 - 平成30年第１回定例会

現在、風呂は休業中でありますが、高齢者の方が来館し、和室でのお茶飲み会や語ら

いの場として変わらなく利用できるよう開館しており、高齢者が集う拠点施設として、

引き続き利用していただきたいと考えてございます。

風呂の再開を望む市民の声も届いておりますが、利用者は以前お示ししたとおり１日

平均20人と少ない状況であります。また、75歳以上の市民を対象とした「ふれあい交流

支援事業」では、市内３つの入浴施設の中から１つの施設を選択し、無料で入浴ができ

る利用券を配布しておりますが、平成26年度から28年度の利用実績の割合では、天王温

泉「くらら」が91.2％、「プラザの湯」が5.3％、「同センター」は3.5％と75歳以上の

高齢者の方でも多くの方が「くらら」まで足を運んでいることなど、再開にあたっては

利用者の減少が大きな問題であり、増員に向けた方策が必要と考えてございます。

風呂事業の方向性については、もう少しお時間をいただき、結論を出したいと考えて

おりますので、ご理解をお願い致します。

以上であります。

○議長（西村 武） ７番、再質問ありますか。７番鐙議員。

○７番（鐙 仁志） 市民福祉部長の方から説明ありましたけども、私はこれ、問題は12

月のときもこの質問は、ちょっと話をしておるわけですけども、あれから３カ月という

ことでありますから、その去年の４月から休んでおるわけですけども、11カ月間かな、

今、１年以上も休んでいて、なおかつやらないということであるならば、これはちょっ

と、非常に問題があるんでなかろうかなと思う。ただ、今、昭和と天王には風呂があ

るんですけども、ないのは飯田川だけだと、こういう市民の声が非常に多いわけでござ

いまして、やはり再開するということの前提にやはりならないと、うまくないんじゃな

いのかなと私は思いますけども、その辺いかがですか。

○議長（西村 武） 藤原市長。

○市長（藤原一成） 今の再質問にお答え致します。

前、私答弁したことがありますが、同じことをもう一回申し述べますが、あった方が

いい施設に決まっています。これは飯田川の地元の方から私も言われたこともあります

し、それも非常に強い要望であったということも存じ上げております。

我々は、但し、この先ほどの利用実態であるとか、あるいは今後の潟上市、私、今回

の来年度予算のときに一つの言葉を申し上げていて、この市を持続可能にしていくため

にはどうしたらいいかということです。これまで３町の均衡ある発展と、これは当然堅
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持致しますけれども、３町の均衡ある発展が３町ともにすべて同じ施設を全部持ってな

くちゃいけないのかどうなのかということは、財政の状況も勘案しながら議会の皆さん

と本当にお話を深めていきたいと思っています。私は、もう一度言いますが、あった方

がいいし、できることであれば再開し、つくって差し上げたいということはあります。

しかし、今、我々抱えているのは、公共施設の再編等もございます。ですから、その中

にどこまでどう整備していけば３町が公平になり、そして我々財政運営を維持していく

ためにも、どうすれば持続可能になっていくのかという観点でないと、今後の市政運営

はなかなか厳しいものになってくるだろうというふうに思っています。しかし、先行き

が暗いわけではなくて、例えばそれが温泉施設がもし利用者が増加が見込めるんであれ

ば、これは多分民間の方がもう既に経営に乗り出してきているはずなんですね。ですか

ら、そういったことも鑑みながら、但し、鐙議員がご指摘のとおり、これはもともと費

用対効果というかそういうものではなくて、福祉事業の一環で設置されているというこ

とも私承知しております。それですので、今しばらく検討の時間を頂戴し、我々やると

きには、それ相応の数字であるとか、そういった方向性をきちんと皆様にお示しした上

でご判断いただかなければならないというふうに考えております。

重ねてお願い申し上げますが、今しばらく私どもに時間をくださいますよう、宜しく

お願い致します。

以上でございます。

○議長（西村 武） ７番鐙議員。

○７番（鐙 仁志） 市長の方から答弁いただきましたけれども、もう少ししばらく時間

をくださいということでございましたけれども、但し今、藤原市長の任期はもう３年で

あります。任期は３年です。３年以内にやはりこれやっていただかないと、ちょっとう

まくないんじゃないかなと私は思いますけど、そこら辺どうですか。

○議長（西村 武） 藤原市長。

○市長（藤原一成） 再質問にお答えします。

私の任期はあと約３年、今ご指摘いただいて、ああそうかと思いましたが、私の任期

というよりもですね、この市をいずれ誰が担おうがです。私がもう３年で一つやらねば

ならないのは、どうしていったら本当に持続可能になっていくかという方向性をすべて

つくれるとまでは私は申し上げられませんけども、その方向性を議員の皆様と今回選挙

をされてここにお集まりの18人の議員の皆様と本当にお話したいと思っています。それ
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ぞれの地域で、それぞれほしいものもたくさんおありだと思います。先ほどご指摘の

あった道路の問題であるとか、国保税を下げようとか、そういったものもあると思いま

す。しかし、その際にどういうものを優先して、どういうものを今しばらく市民の皆様

に我慢いただくのかということは、やはりきちんと議会の皆様と私との間でコンセンサ

スがないと前に進めないと思います。このお風呂の問題は、飯田川の方だけの問題では

なくて、我々潟上市がこれから、こういった施設をどんどん施設は古くなり、更新せね

ばならない時期が必ずややってきます。そこまで我々はどうするのかということを考え

てやっていかないといけないんだと思うんですね。そういったことをこれから議論しな

がらですね、私の任期というよりは、そういった観点で議会の皆様と話し合いを進めて

いきたいというふうに考えておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

○議長（西村 武） ７番、よろしいでしょうか。

○７番（鐙 仁志） これで私の質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（西村 武） これをもって７番鐙 仁志議員の質問を終わります。

これで一般質問は、すべて終了致しました。

お諮りします。委員会審査等のため、３月７日から21日までの15日間、本会議を休会

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（西村 武） 異議なしと認め、３月７日から21日までの15日間、本会議を休会す

ることに決定しました。

本日の日程は、これですべて終了致しました。よって、本日はこれで散会したいと思

います。

なお、３月22日木曜日、午後１時30分より本会議を再開しますので、ご参集願います。

また、３月９日金曜日、午前10時より予算特別委員会を開催しますので、ご参集願い

ます。

本日はどうもご苦労様でございました。ありがとうございます。

午後 ０時４０分 散会
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